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学校名  八王子市立長池小学校   

 

校長名  伊藤 慎敬  公印  

 

令和８年度教育課程について(届) 
 

このことについて、八王子市立学校の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおり 

お届けします。                                  

 

記  

 

１ 教育目標 

（１）学校の教育目標 

    本校の教育目標は、「社会に開かれた教育課程」の具現化をめざし、児童の実態や地域・保護

者の期待、教師の願いに基づき、人権尊重や社会貢献の精神を培い児童一人ひとりの個性・能力

を伸ばし、調和のとれた心身ともに健康な児童を育成し、以下の児童像を定める。 

◎よく考え 学ぶ子（重点目標） （主体的に考え、すすんで学ぶ児童の育成） 

・思いやりをもち、助け合う子 （互いを尊重し協力する児童の育成） 

・明るく 元気な子  （心身ともに健康な児童の育成） 

 

（２）学校の教育目標を達成するための基本方針 

〇ア 確かな学力の育成 

①課題解決に必要な思考力、判断力、表現力等を育むために、各教科等において「主体的・対話

的で深い学び」を実現できる授業を実施する。 

 ②１人１台の学習用端末による、児童一人ひとりの課題に応じた学習に取り組むことで、児童の

学びに向かう力、人間性等の育成を図る。 

イ 豊かな心の育成 

  道徳教育を中心とした全教育活動を通して、自己理解や他者理解を深め、自己肯定感を育むと

ともに、思いやりをもち、互いに学び合い高め合っていこうとする態度を育てる。  

ウ 健やかな体の育成 

①体力や健康に関わる児童の実態を把握し、楽しく運動に取り組める授業展開や教材の工夫、体

力向上の継続的な取組、校庭の整備・活用等を通して心身ともに健康な児童の育成を図る。 

②食に関心をもち、食を楽しみ、食に関する理解を深めようとする態度を育てる。 

エ 不登校児童への支援 

八王子市不登校総合対策「つながるプラン」に基づき、全ての児童が人や社会とつながり、自

分が認められた存在であると実感できるよう家庭や関係諸機関との連携を強化し、一人ひとり

の状況に応じた支援や環境整備の充実を図る。 

オ いじめ防止等の取組 

八王子市教育委員会いじめ総合対策を踏まえ、教職員組織、家庭、地域や関係諸機関との連携

を図り、いじめ問題や児童の悩み等、いじめの未然防止・早期発見・早期解決を図る。  

カ 特別支援教育の充実 

    八王子市第五次特別支援教育推進計画に基づき、全ての児童が障害の有無にかかわらず、共に

学び、互いに尊重し合い、助け合い、自立できるような姿勢を育む。  

キ 小中一貫教育のさらなる充実 【松木中学校グループ（長池小、松木小）】 

①八王子市小中一貫教育に関する基本方針に基づき、松木中学校グループ３校が「高め合い、と

もにすすんで社会・地域に貢献する児童・生徒」を育成することを共通目標とし、９年間を切

れ目なくつなぐ教育活動を推進し、児童・生徒理解や学習・生活指導の充実を図る。 

②地域運営学校として、３校合同学校運営協議会と協働して、家庭や地域との連携を強化し、地

域の願いや特色を活かした教育活動のさらなる充実を図る。 
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２ 指導の重点 

（１）各教科等（外国語活動を含む） 

 ア 各教科 

  ① 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、発問の工夫、思考する時間の確保、協働的な

学習等を通して、主体的に学ぶ力や考えを深めていく力、論理的な思考力の育成を図る。 

② 小中一貫教育学力定着プロジェクトチームが中心となり、八王子市学力定着度調査等の結果を

分析し、児童の学習状況を把握し、はちおうじっ子ミニマムや１人１台の学習用端末を使った個

別学習など、基礎的・基本的な知識及び技能の定着を図る。 
③ １人１台の学習用端末を情報の収集や自分の考えを整理するためのツールとして活用し、自他

の考えを共有することで学習の質を向上させる。また、学習コンテンツを活用し、一人ひとりの

習熟の程度に合わせた補充問題に取り組み、学力の確実な定着と成果の確認を図る。 

④ 授業に活かすための授業研究を推進し、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために１人

１台の学習用端末やＩＣＴを活用した授業改善の取組をすすめる。 

⑤ 児童の学力や学習意欲の向上、また複数教員の連携による理解のつまずきの早期発見といった

教科担任制の意義について、児童・保護者・地域に周知し、共通理解の醸成に努める。 

⑥ 高学年においては、学級の実態に応じて教科等における教員の専門性を生かした教科担任制の

授業を実施し、学力および学習意欲の向上を図るとともに、より専門性の高い指導の充実と多面

的・多角的な児童理解に活かす。 

イ  総合的な学習の時間 

① 小中学校の接続や地域の特色を踏まえ、各教科等と関連を図りながら横断的・総合的な学習や
協働的・探究的な学習活動を工夫し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する。 

② 私たちの郷土である八王子の自然環境、伝統・文化、社会生活の中から自ら学習課題を見付け

るとともに、探究的な学習に主体的・協働的に取り組ませることで、ＳＤＧｓの視点から地域へ

の愛情を育み、地域の一員としてこれからの八王子を担う児童を育てる。  

③ 地域や郷土への愛着を深めるために、八王子の歴史を学ぶ郷土学習を実施する。低学年では、

地域の長池公園を活用した生活科の学習を実施する。中、高学年では、松木地区浄瑠璃祭りにつ
いて学ぶ学習や八王子と日光の関わり等について学ぶ学習を実施する。 

ウ 特別活動 

① 話合い活動や係活動を通して、学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自分の良さや得

意なことを見付け、集団のために役立てようとする態度や、希望や目標をもち実現に向けて日常

の生活をよりよくしようとする態度を育成する。 

② 代表委員会を中心に行う「ふれあい集会」を実施し、「いじめ防止」や「あいさつ」などにつ

いて、児童の自主的、自発的な活動を充実させる。  

③ 遠足や集団宿泊的行事を通して、児童の見聞を広めるとともに、より良い人間関係の構築や、

集団生活の在り方、公衆道徳などについて体験的に身に付けられるようにする。 

（２）「特別の教科 道徳」を要とする道徳教育 
ア 「思いやりをもち、助け合う子」の実現に向け、児童の実態や地域の課題、保護者や教員の願い

に基づいた、より実践的な道徳教育を、教育活動全体を通して計画的に推進する。特に、「生命の
尊さ」「親切・ 思いやり」「善悪の判断、自律、自由と責任」を重点指導項目とし、家庭・地域と

一体となった心の教育を推進する。  
イ 「道徳授業地区公開講座」のテーマをより身近な児童の実態や地域社会の課題と関連付け、学校・

家庭・地域の連携を深め、三者が一体となって児童の心の教育の充実を図る。  

ウ 道徳教育全体計画、年間指導計画及び別葉を基に、主たる教材である教科書、東京都道徳教育教

材集の活用により多面的・多角的に深く考え、議論することを通して、児童一人ひとりが自己を見

つめ、主体的に道徳的実践力を身に付けられるようにする。 

（３）キャリア教育 

ア 松木中学校グループの強みを活かし、浄瑠璃祭りなどの地域との連携を中心に義務教育９年間を

見通したキャリア教育を実施し、社会的・職業的自立に向けて学び、希望をもって主体的に関わる

態度を育成する。 

イ 地域社会との連携や地域資源の活用を図るため、松木地区浄瑠璃祭りを中心に、松木地区の魅力

や歴史について学ぶ活動を通して、これからの社会を支えていくための資質・能力の育成に努める。 

ウ 「はちおうじっ子キャリア・パスポート」を活用し、児童が自らの学習状況やキャリア形成を見

通したり振り返ったりして自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実現に

つなげていく。また、家庭との連携を図りながら、将来の生き方や自己の成長について考える機会

を設け、児童のキャリア意識の醸成を図る。さらに、児童一人ひとりの特性やニーズに応じて多様

な学びの機会を提供し、その可能性を最大限に伸ばすことをめざす。 
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（４）特別支援教育 
ア 都立特別支援学校との副籍交流や特別支援学級との交流、共同学習、学校行事などへの参加を通
して、互いに相手を思いやる心と共に生きる姿勢を育む。 

イ 特別支援教室の巡回訪問指導の充実を図るとともに、スクールカウンセラー、学校サポーターや
外部支援機関との連携を深め、学校生活支援シートや個別指導計画を活用した組織的・計画的な取
組を推進する。また、１人１台の学習用端末の活用や指導方法の工夫、合理的配慮等の提供により、
児童一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細やかな指導や支援体制を構築する。 

ウ 通常学級における障害理解教育とユニバーサルデザインの視点に立った指導を通して、全ての児
童が適切な学習機会を得られるようにし、多様性を認め合うインクルーシブな教育の実現をめざす。 

（５）生活指導 

 ア 生活指導 

①あいさつ運動や浄瑠璃祭り等、青少年対策松木地区委員会やながいけ会等の活動への参加を促し、 
地域及び保護者と連携し、礼儀や感謝、奉仕の心、敬愛の情等を育て、児童の健全育成を図る。 

②児童の願いや実態、社会の状況等に即して学校生活のきまりの改善を図る。 

③「『生命（いのち）の安全教育』指導の手引き」や、「八王子市教育委員会『生命（いのち）の安
全教育』」を基に、児童が性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための学習を全
学年で各教科等の指導に位置付け、発達段階に応じて養護教諭と連携し指導する。 

 イ いじめ防止等の取組 
 ①いじめの未然防止・早期発見・早期対応を組織的に行うために、毎週金曜日の６時間目を「いじ

め対応のための時間」とし、教職員の情報共有や対応記録作成等を行う。また、組織的な校内体
制を確立するために、週１回以上「学校いじめ対策委員会」を実施する。 

②週１回の「いじめ対応のための時間」において、月に２～３回、「児童と向き合う時間」（長池タ
イム）を設定し、生活や学習に関する悩みに対応する時間とすることで、児童が相談できる大人
として教員が関わり、いじめ総合対策の一つとする。 

 ③ふれあい月間の取組では、児童アンケートやＱ－Ｕを活用しながら、よりよい児童の関わり合い
を促す。また、児童の主体的な取組として、代表委員会主催のふれあい集会を設定し、スローガ
ン作成を通して、いじめの未然防止に取り組む。 

 ウ 不登校児童への支援等 

  ①登校支援コーディネーターを核とし、「個票システム」の活用により不登校傾向の児童の実態を
早期把握し、児童に寄り添い、学校が居心地の良い場所となるように毎週情報共有や対応策の検
討の機会を設ける。また、登校支援コーディネーターを中心としたスクールカウンセラー、スク
ールソーシャルワーカーによる教育相談体制を充実させる。そして、適応指導教室等の外部機関
と密に連携し、不登校児童を多様な学びの場へつなぐとともに、社会的自立を支援する。 

  ②学習用端末を活用した面談や学習サポート、別室や放課後を活用した登校支援など、保護者との
連携のもと、不登校児童の支援ニーズを把握し一人ひとりの状況に応じた支援を充実させる。 

（６）学力保障の取組（はちおうじっ子ミニマム） 
社会生活を営む上で最低限身に付けるべき基礎的・基本的な学習内容の確実な定着に向け、「は

ちおうじっ子ミニマム」を活用し、夏季休業期間中に「夏休み学習会（補習教室）」を実施し、児
童の学力向上を図る。また、長期休業期間中や休業日には、学習用端末を持ち帰り、家庭と連携し、
個に応じた学習コンテンツに取り組み、一人ひとりの学力の基礎・基本の定着を図る。 

（７）特色ある教育活動 

ア 義務教育９年間を見通した小中一貫教育の取組  

（取組１）松木小、長池小の第６学年と松木中学校第３学年が 10 月に交流会、２月に新入生児童説
明会を行う。いじめ防止「はちおうじっ子サミット」に向けて、児童会・生徒会が交流す
る。小学校の行事等に生徒がボランティアとして参加する。また、第２学年生徒が両小学
校で職場体験を行う。 

（取組２）小中一貫教育の日を中心に、学力定着プロジェクトチームによる学力定着度調査等の結果
分析と授業改善の取組内容を共有し、義務教育９年間を通して連続した指導を行う。切れ
目のない学習指導のために、中学校へ進学する児童の学習状況の引継ぎを確実に行う。 

（取組３）Ｑ－Ｕの結果を活用し、学期ごとに指導内容を重点化して児童・生徒の実態を把握する。
また、小中一貫教育の日を中心に担任等が情報共有し、共通理解と共通取組の検討を行う。 

〇（取組４）３校合同学校運営協議会主催の「浄瑠璃祭り」実行委員、保護者組織「ながいけ会」と連
携し、児童が自ら参加する場を設け、成長する機会をつくる。また、青少年対策松木地区
委員会等、地域と連携したあいさつ運動や、松木中学校区で連携した漢検などを実施する。 

 イ その他 

① 「八王子市版情報活用能力系統表」を活用し、義務教育９年間を見通したＩＣＴ機器活用の資
質・能力の育成を図る。 

② 近隣の保育園・幼稚園との保・幼・小連携の日を通じて情報共有を図り、児童の発達や学びの
連続性を踏まえた『保・幼・小の架け橋期カリキュラム』を活用し、円滑な小学校進学を図る。 

③ 青少年対策松木地区委員会主催の標語コンクールや地域活動に取り組む様子等を、キャリア・
パスポートや通知表を通して学校と家庭で共有しながら適切に見取り、価値付ける。 


